ボランティア保険仕様書
令和８年４月１６日
育成推進課　担当：小尻
保険期間：契約の日から令和９年３月３１日まで
【補償内容】
対象範囲　　：団体活動中とその往復中
＜傷害保険金額＞
死亡：２,０００万円
後遺障害（最高）：３,０００万円
入院日額：４,０００円
通院日額：１,５００円

＜賠償責任保険支払限度額＞
対人・対物賠償合算1事故　５億円
（ただし、対人賠償は１人　２億円）

＜突然死葬祭費用保険支払限度額＞
１８０万円

【保険加入人数】
１７名

【活動内容】
ファシリテーターとして京都市内の小学校、小中学校へ出向き、子どもを共に育む「親支援」プログラムを保護者向けに実施する。




